
『
言
志
録
』
と
『
言
志
後
録
』
の
思
想

　
　
　

─ 
稿
本
研
究
を
中
心
に 

─

 

中　

村　

安　

宏

　

は
じ
め
に
ー
「
言
志
四
録
」
に
つ
い
て

　

佐
藤
一
斎
（
安
永
元
・
一
七
七
二
年
～
安
政
六
・
一
八
五
九
年
。
林
家
塾

長
、
そ
の
の
ち
幕
府
儒
者
）
の
主
著
と
さ
れ
て
い
る
「
言
志
四
録
」（『
言
志

録
』『
言
志
後
録
』『
言
志
晩
録
』『
言
志
耋
録
』）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
百
前
後
の

短
い
条
文
か
ら
な
る
箴
言
集
・
随
想
録
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
性
格
か
ら
分

析
・
考
察
に
は
困
難
が
と
も
な
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
一
斎
が
折
り
に
触

れ
て
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
り
、
一
書
全
体
が
ひ
と
つ
の
意
図
や
目
的
を
も
っ

て
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
研
究
者
側
の
条
文
の
選
択
・
組

合
せ
の
仕
方
に
よ
り
結
ば
れ
る
一
斎
像
や
そ
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
が
異
な
っ

て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
箴
言
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
い
る
条
文
が
多

く
、
も
と
も
と
一
斎
が
誰
を
念
頭
に
置
い
て
説
い
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
が
多
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

一
斎
像
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
あ
る
研
究
者
が
構
成
し
た
一
斎
像
に

対
し
て
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
さ
え
も
難
し
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
私
は
「
言
志
四
録
」
の
分
析
・
考
察
が
恣
意
的
に
な
ら
な
い
た
め

に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
法
を
活
用
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
第
一

は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
選
定
し
て
そ
れ
を
拠
り
所
に
思
想
の
特
質
を
と
ら
え
て
い

ア
ル
テ
ス　

リ
ベ
ラ
レ
ス　

（
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
紀
要
）

第
一
〇
三
号　

二
〇
一
八
年
一
二
月　

一
頁
～
一
九
頁

く
方
法
で
あ
る
。
一
斎
が
よ
く
使
う
「
己
」「
天
」「
敬
」「
誠
」「
理
」「
数
」

な
ど
の
語
に
注
目
し
た
相
良
亨
氏
の
方
法（

１
）が

こ
れ
に
相
当
し
よ
う
。
第
二
は
稿

本
研
究
で
あ
る
。
一
斎
は
あ
る
程
度
集
ま
っ
た
条
文
群
に
つ
い
て
、
削
除
挿
入

し
た
り
、
配
置
を
変
更
し
た
り
、
あ
る
い
は
条
文
の
一
部
を
書
き
改
め
た
り
し

て
い
る
。
そ
の
際
、
門
人
な
ど
の
意
見
を
聞
く
こ
と
も
あ
る
。「
言
志
四
録
」

各
書
は
そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
出
版
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か

ら
そ
の
過
程
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
斎
が
と
く
に
気
を
配
っ
て
い

る
条
文
は
何
か
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
改
め
て
い
る
の
か
が
見
え
て
く
る
。
一

斎
の
思
想
の
、
現
実
と
の
接
触
面
の
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
奥
に
あ
る
部

分
を
知
る
た
め
の
方
法
と
も
な
り
得
よ
う
。
ま
た
刊
本
で
は
内
容
が
と
ら
え
に

く
い
条
文
で
も
稿
本
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
は
そ
の
前
後

に
ど
の
よ
う
な
条
文
が
あ
り
、
も
と
の
内
容
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
見
る
こ

と
が
で
き
、
ど
う
い
う
文
脈
で
言
わ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
稿
本
研
究
は
前
田
愛
氏（

２
）に

よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
相
良
亨
氏
・
溝
口
雄
三

氏
の
日
本
思
想
大
系
四
六
『
佐
藤
一
斎　

大
塩
中
斎
』
補
注
、
そ
し
て
黒
澤
幸

昭
氏（

３
）に

よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
い
ま
だ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と

は
言
い
が
た
い
。
第
三
は
、「
言
志
四
録
」
以
外
の
著
作
中
に
見
ら
れ
る
同
内

容
の
記
述
に
注
目
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
一
斎
の
青
年
期
の
著
作
、
経
典

注
釈
書
で
あ
る
各
欄
外
書
、
書
簡
・
文
書
集
で
あ
る
『
俗
簡
焚
余
』、
詩
文
集

で
あ
る
『
愛
日
楼
全
集
』。
こ
れ
ら
に
は
「
言
志
四
録
」
の
あ
る
条
文
と
同
内

容
の
記
述
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
条

文
が
書
か
れ
た
状
況
や
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
図
が
わ
か
っ
て
く
る
場
合
が

あ
る
。
す
で
に
『
俗
簡
焚
余
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
田
愛
氏
が
、
欄
外
書

お
よ
び
『
愛
日
楼
全
集
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
黒
澤
幸
昭
氏
が
注
目
し
て
い

る
。
共
通
内
容
を
よ
り
多
く
探
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
と
く
に
青

年
期
の
著
作
と
の
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
斎
に
と
っ
て
持
続
的
に

重
要
な
思
想
が
込
め
ら
れ
て
い
る
条
文
を
選
び
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
私
は
以

上
の
方
法
を
使
い
な
が
ら
「
言
志
四
録
」
を
読
み
解
い
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。



の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
諸
本
の
流
れ
図
を
表
に
し
て
お
こ
う
。

　

こ
の
う
ち
Ｃ
稿
本
の
内
容
は
刊
本
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
A'
稿

本
は
Ａ
稿
本
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
Ｃ
稿
本
へ
向
け
て
の
筆
削
に
際
し

て
は
こ
の
二
稿
本
を
同
時
的
・
並
列
的
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
Ｂ
稿
本
と
B'

稿
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
の
先
後
は
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
、
Ｃ
稿
本
に

整
理
さ
れ
る
に
際
し
て
、
そ
の
前
半
の
条
文
は
多
く
Ａ
系
稿
本
か
ら
、
後
半
の

条
文
は
多
く
Ｂ
系
稿
本
か
ら
取
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
Ａ
系
稿
本
に
も
Ｂ
系
稿

本
に
も
な
い
条
文
が
Ｃ
稿
本
の
最
後
の
ほ
う
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
（
未
発
見

の
稿
本
［
Ｘ
］
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
か
）
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
思
想

大
系
補
注
で
は
、
Ａ
系
稿
本
・
Ｂ
系
稿
本
と
刊
本
の
個
々
の
条
文
内
容
に
つ
い

て
そ
の
異
同
を
指
摘
し
て
お
り
、
さ
ら
に
Ａ
系
・
Ｂ
系
稿
本
か
ら
刊
本
へ
の
段

階
で
削
除
さ
れ
た
条
文
を
補
注
の
最
後
に
ま
と
め
て
掲
載
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
削
除
さ
れ
た
条
文
が
も
と
も
と
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
が
わ
か
ら
な

い
と
こ
ろ
に
問
題
が
残
る
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
論
文
末
の
筆
削
過

程
表
で
あ
る
。
削
除
条
の
前
後
に
ど
の
よ
う
な
条
文
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を

踏
ま
え
て
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下
、『
言
志
録
』
を
め
ぐ
る
先

行
研
究
を
検
討
し
な
が
ら
、
こ
の
著
作
に
見
ら
れ
る
思
想
を
探
っ
て
い
こ
う
。

　

山
縣
明
人
氏
は
「
言
志
四
録
」
を
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
文
脈
の
な
か
に
置
き
、

こ
れ
ら
を
時
の
将
軍
お
よ
び
幕
府
を
念
頭
に
置
い
て
執
筆
・
添
削
さ
れ
た
も
の

と
と
ら
え
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
暗
示
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
氏
の
『
言
志

録
』
関
係
の
論
文
は
つ
ぎ
の
二
篇
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
「
言
志
四
録
」
の
う
ち
、
林
家
塾
長
期
（
文
化
二
・
一
八
〇
五
年

～
天
保
十
二
・
一
八
四
一
年
）
に
書
か
れ
た
『
言
志
録
』
と
『
言
志
後
録
』
と

を
取
り
上
げ
る（

４
）。

な
お
『
言
志
晩
録
』
も
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
一
月
か
ら

執
筆
が
開
始
さ
れ
て
い
る
が
、
自
題
に
「
事
も
亦
た
多
く
釈
褐
（
仕
官
ー
筆
者

注
）
の
後
に
係
は
る
」（
原
漢
文
）
と
あ
る
の
で
、
天
保
十
二
年
以
降
の
幕
府

儒
者
期
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　

一　
『
言
志
録
』
の
稿
本
と
先
行
研
究

　
『
言
志
録
』
は
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
五
月
二
十
六
日
に
執
筆
が
開
始
さ

れ
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
十
二
月
に
福
知
山
藩
主
朽く

つ

木き

綱つ
な

条え
だ

（
一
八
〇
一

～
三
六
）
に
よ
っ
て
校
字
が
施
さ
れ
、
翌
七
年
二
月
下
旬
の
綱
条
の
跋
が
付
さ

れ
て
、
同
年
中
に
刊
行
さ
れ
た
。
つ
ま
り
刊
行
は
綱
条
の
企
画
に
よ
る
。
の
ち

嘉
永
の
は
じ
め
に
門
人
奥
宮
慥
斎
（
一
八
一
一
～
七
七
）
の
質
問
に
答
え
た

「
言
志
録
初
篇
に
就
て
の
問
目
」
が
残
っ
て
い
る（

５
）。

さ
て
稿
本
と
し
て
は
東
京

都
立
中
央
図
書
館
の
河
田
文
庫
に
以
下
の
諸
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

⒜ 

『
言
志
録　

稿
本
第
一
』（
図
書
番
号121K

W
5

、
前
田
愛
氏
の
言
う
Ａ
稿

本
、
以
下
同
じ
）。

⒝
『
言
志
録
』（
図
書
番
号121K

W
8

、
A'
稿
本
）。

⒞ 

『
言
志
録　

稿
本
第
二
』（
図
書
番
号121K

W
7

、
Ｂ
稿
本
）。
末
尾
に
「
文

政
二
年
己
卯
正
月
浄
写
」
の
語
が
見
え
る
。

⒟ 

『
言
志
録　

稿
本
第
二
』（
図
書
番
号121K

W
6

、
B'
稿
本
）。
末
尾
に
「
文

政
二
年
己
卯
正
月
浄
写
」
の
語
が
見
え
る
。

⒠ 

『
言
志
録　

単
』（
図
書
番
号121K

W
4

、
Ｃ
稿
本
）。
末
尾
に
「
文
政
癸
未

嘉
平
月　

福
知
山
城
主
源
綱
条
校
字
」（
文
政
六
年
十
二
月
）
の
語
が
見
え

る
。

　

前
田
愛
・
相
良
亨
・
溝
口
雄
三
・
黒
澤
幸
昭
諸
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
現
在

Ａ
稿
本　
　
　
　

Ｂ
稿
本
（
文
政
二
年
一
月
浄
写
）　　
　
　
［
Ｘ
］

A'
稿
本　
　
　
　

B'
稿
本
（
文
政
二
年
一
月
浄
写
）

　
　
　
　
　
　
　

Ｃ
稿
本
（
文
政
六
年
十
二
月
校
字
）

 　
　
　
　
　
　
　

刊
本
（
文
政
七
年
二
月
跋
）
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⒜ 

「
佐
藤
一
斎
の
思
想
と
教
育
（
Ⅰ
）」（『
政
治
経
済
史
学
』
第
二
○
○
号
、
一

九
八
三
年
）

⒝ 
「『
言
志
四
録
』
に
お
け
る
思
想
的
戦
略
の
変
容
」（
二
松
学
舎
大
学
陽
明
学

研
究
所
『
陽
明
学
』
第
三
号
、
一
九
九
一
年
）

　

こ
れ
ら
の
な
か
で
氏
は
、「『
言
志
録
』
は
明
ら
か
に
将
軍
家
斉
に
対
す
る
権

力
批
判
の
書
で
あ
り
、
体
制
内
改
革
指
導
の
意
味
と
意
図
を
持
た
せ
る
べ
く
構

想
さ
れ
た
書
で
あ
る
」
⒝
と
性
格
づ
け
、
腐
敗
し
た
体
制
を
改
善
し
て
い
く
実

践
主
体
者
と
し
て
、
一
斎
は
精
神
的
自
己
変
革
（
敬
と
誠
の
工
夫
に
よ
る
）
者

を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
氏
は
、「
体
制
内
で
体
制
批
判
と

改
善
を
説
く
と
こ
ろ
の
、
こ
の
佐
藤
一
斎
の
政
治
思
想
と
政
治
ス
タ
イ
ル
は
、

反
家
斉
派
の
革
新
的
幕
吏
や
、
体
制
外
の
諸
藩
藩
士
、
知
識
人
の
共
感
と
支
持

を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
す
る
」
⒜
と
述
べ
る
。
氏
は
「
体
制
」
と
い

う
言
葉
を
幕
藩
体
制
で
は
な
く
、
幕
府
と
ほ
ぼ
同
義
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ

の
点
は
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
言
志
録
』
は
本
当
に
家
斉
（
体
制
）
批

判
の
書
と
言
え
る
の
か
と
い
う
点
を
検
討
し
つ
つ
、
こ
の
書
の
性
格
を
考
え
直

し
て
み
た
い
。

　

山
縣
氏
の
家
斉
（
体
制
）
批
判
説
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
の
は
つ
ぎ
の
条

で
あ
る
。

君
子
と
は
有
徳
の
称
な
り
。
其
の
徳
有
れ
ば
則
ち
其
の
位
有
り
。
徳
の
高

下
を
視
て
位
の
崇
卑
を
為
す
。
叔
世
に
及
び
て
、
其
の
徳
無
く
し
て
其
の

位
に
居
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
君
子
も
亦
た
遂
に
専
ら
在
位
に
就
き
て
之
れ

を
称
す
る
者
有
り
。
今
の
君
子
、
盍
ぞ
虚
名
を
冒
す
の
恥
為
る
を
知
ら
ざ

る
。（
第
九
条
、
傍
線
筆
者
）

　

こ
れ
に
つ
い
て
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「『
君
子
と
は
有
徳
の
称
な

り
』
で
始
ま
る
君
子
の
資
質
論
と
、
君
子
の
社
会
的
承
認
の
論
理
は
、『
叔
世
』

＝
末
世
的
社
会
状
況
の
把
握
の
中
で
、
君
子
堕
落
論
へ
と
移
行
す
る
。
こ
れ
は

広
義
の
意
味
で
、
君
子
一
般
論
と
も
解
釈
さ
れ
る
が
、
実
は
、『
今
の
君
子
』

に
隠
喩
の
意
味
を
こ
め
て
の
、
将
軍
家
斉
批
判
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
」
⒜
、

「『
君
子
と
は
有
徳
の
称
な
り
』
で
始
ま
る
君
子
論
は
君
子
一
般
論
で
あ
ろ
う

か
。
社
会
的
に
末
期
症
状
た
る
叔
世
に
、
君
子
と
し
て
承
認
さ
れ
る
に
価
し
な

い
人
物
が
官
位
に
就
い
て
い
る
。
そ
の
虚
名
を
冒
し
て
い
る
恥
を
『
今
の
君

子
』
は
知
ら
な
い
と
一
斎
は
批
判
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
隠
喩
の
表
現
を
以

て
、
将
軍
家
斉
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」
⒝（

６
）、

と
。
こ
の
条
は
そ

の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
稿
本
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
し
よ

う
。

　

Ａ
稿
本
お
よ
び
A'
稿
本
で
は
、
こ
の
第
九
条
の
前
に
は
「
位
は
徳
の
位
、
徳

は
位
の
徳
な
り
」
と
い
う
条
が
あ
り
、
第
九
条
の
傍
線
部
分
は
「
叔
世
に
及
び

て
、
其
の
徳
有
り
て
其
の
位
無
き
者
有
り
」
と
な
っ
て
い
た
。
前
条
は
Ｃ
稿
本

で
削
除
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
内
容
が
後
条
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考

え
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
後
条
の
傍
線
部
分
は
刊
本
の
段
階
で
書
き
改
め
ら
れ

る
の
だ
が
、
こ
れ
は
す
ぐ
あ
と
へ
の
つ
な
が
り
を
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
第
一
七
七
条
の
Ｂ
稿
本
と
B'
稿
本
は
「
聡
明
睿
知
に
し
て
能
く
其
の
性

を
尽
く
す
は
人
師
な
り
。
其
の
位
を
得
れ
ば
則
ち
人
君
な
り
。
故
に
君
の
誥
命

は
即
ち
師
の
教
誨
に
し
て
二
道
無
き
な
り
。
世
の
漸
く
下
る
に
迨お

よ

び
、
其
の
位

を
得
ず
し
て
其
の
徳
有
る
者
有
り
（
B'
稿
本
は
「
其
の
徳
有
り
て
其
の
位
を
得

ざ
る
者
有
り
」
に
直
す
）。
師
道
は
是
こ
に
於
い
て
か
立
つ
（
B'
稿
本
は
「
昉は

じ

ま
る
」
に
直
す
）。
師
道
の
立
つ
（
同
前
）
は
乃
ち
君
道
の
衰
へ
な
り
」
と

な
っ
て
い
た（

７
）。

第
九
条
と
第
一
七
七
条
と
は
条
の
位
置
は
離
れ
て
い
て
も
、
考

え
方
と
し
て
は
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
青
年
期
の
寛
政
七
年

（
一
七
九
五
）、
二
十
四
歳
以
降
に
成
っ
た
『
大
学
一
家
私
言
』、
お
よ
び
文
政

五
年
（
一
八
二
二
）、
五
十
一
歳
の
折
り
に
写
さ
れ
た
『
中
庸
説
』（『
中
庸
欄

外
書
』
に
も
見
え
る
）
の
な
か
に
は
つ
ぎ
の
語
が
あ
る
。

「
明
徳
を
天
下
に
明
ら
か
に
す
」
と
は
本
と
天
子
に
就
い
て
言
ふ
。
徳
は

位
の
徳
、
位
は
徳
の
位
に
し
て
二
有
る
に
非
ず
。
故
に
古
の
聖
人
は
必
ず

皆
な
天
子
の
位
有
り
。
然
り
と
雖
も
明
徳
の
量
に
就
い
て
之
れ
を
言
へ

ば
、
凡
そ
天
下
の
人
は
皆
な
万
物
一
体
の
仁
を
有
す
。
故
に
夫
子
曰
く
、
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「
能
く
一
日
己
に
克
ち
て
礼
に
復
れ
ば
、
天
下
仁
に
帰
す
」
と
。
又
た
曰

く
、「
能
く
五
者
を
天
下
に
行
ふ
を
仁
と
為
す
」
と
。
是
れ
な
り
。（『
大

学
一
家
私
言（

８
）』、

傍
線
筆
者
）

位
と
は
徳
の
位
な
り
。
徳
と
は
位
の
徳
な
り
。
故
に
徳
・
位
兼
有
す
る

は
、
此
れ
気
運
の
隆
な
り
。
徳
・
位
偏
有
す
る
は
、
此
れ
気
運
の
替
な

り
。
其
の
位
有
り
て
其
の
徳
無
け
れ
ば
、
礼
楽
を
作
ら
ず
。
常
人
は
固
よ

り
作
る
能
は
ず
。
其
の
徳
有
り
て
其
の
位
無
け
れ
ば
、
礼
楽
を
作
ら
ず
。

君
子
は
一
に
命
に
聴し

た
がふ

の
み
。（『
中
庸
説（

９
）』『

中
庸
欄
外
書）

（1
（

』
雖
有
其
位

節
、
傍
線
筆
者
）

　

傍
線
部
分
に
注
目
し
た
い
。「
位
と
は
徳
の
位
な
り
。
徳
と
は
位
の
徳
な
り
」

は
、
徳
と
位
と
は
本
来
は
相
応
し
て
い
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
青
年
期
か
ら
林
家
塾
長
期
へ
と
一
貫
し
て
い
る
、
一
斎
の
重
要
な

考
え
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
大
学
一
家
私
言
』
で
は
、
徳
位
相
応
を

古
の
天
子
の
時
代
の
こ
と
と
と
ら
え
、（『
論
語
』
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
）
孔
子
の
時
代
以
降
と
対
比
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
『
中

庸
説
』『
中
庸
欄
外
書
』
で
は
徳
位
の
相
応
と
不
相
応
と
を
気
運
の
問
題
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
。
以
上
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
に
、
第
九
条
の
「
今
の
君

子
」
と
は
、「
徳
・
位
偏
有
」
の
「
叔
世
」
に
生
き
る
現
在
の
君
子
と
い
う
意

味
で
あ
り
、
気
運
に
よ
る
所
与
の
状
況
（
時
代
の
必
然
）
の
な
か
に
置
か
れ
て

い
る
君
子
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、「
今
の
君
子
」
自
体
が
非
難
さ
れ
る

べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
。
で
あ
る
か
ら
山
縣
氏
が
倫
理
的
な
問
題
と
し
て
、

「
今
の
君
子
」
を
堕
落
し
て
い
る
君
子
＝
家
斉
と
と
ら
え
て
い
る
の
は
当
た
ら

な
い
。
ま
た
第
一
七
七
条
の
Ｂ
・
B'
稿
本
に
「
世
の
漸
く
下
る
」
と
あ
っ
た
こ

と
な
ど
も
想
起
す
る
と
、
徳
位
相
応
・
不
相
応
の
問
題
を
一
斎
は
、
大
き
な
時

代
の
流
れ
の
な
か
で
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、「
叔
世
」
を
家
斉
の
代
に

限
定
し
て
説
い
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
第
九
条
を
拠
り
所
に
家
斉
（
体

制
）
批
判
の
書
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

つ
ぎ
に
山
縣
氏
の
「
大
臣
」
把
握
を
見
る
。
氏
は
第
五
一
条
「
大
臣
の
職
は

大
綱
を
統
ぶ
る
の
み
。
日
間
の
瑣
事
は
旧
套
に
遵
依
せ
ば
可
な
り
」
と
、
第
五

二
条
「
社
稷
の
臣
の
執
る
所
は
二
、
曰
く
鎮
定
、
曰
く
応
機
」
を
挙
げ
た
あ
と

で
、「
君
主
と
大
臣
に
、
名
を
借
り
て
叙
述
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
将
軍
と
老
中

ク
ラ
ス
の
政
治
実
践
に
対
す
る
批
判
及
び
献
策
」
⒜
と
言
う
。「
大
臣
」
＝
老

中
と
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
斎
は
岩
村
藩
の
家
老
の
た

め
に
「
重
職
心
得
箇
条
」
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
つ
ぎ
の
語
が
見
え

る）
（（
（

。「
小
事
に
区
々
た
れ
ば
、
大
事
に
手
抜
あ
る
も
の
。
瑣
末
を
省
く
時
は
、

自
然
と
大
事
抜
目
あ
る
べ
か
ら
ず
。
斯
の
如
く
し
て
大
臣
の
名
に
叶
ふ
べ
し
」

「
物
を
鎮
定
す
る
所
あ
り
て
人
心
を
し
づ
む
べ
し
」「
応
機
と
云
ふ
事
あ
り
肝
要

也
」。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
第
五
一
・
五
二
条
と
内
容
が
共
通
し
て
い
る
。
つ

ま
り
こ
の
両
条
で
一
斎
が
お
も
な
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、
藩
の
家
老
ク
ラ
ス

な
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
山
縣
氏
の
見
解
は
崩
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
れ
で
は
『
言
志
録
』
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
対
象
や
読
者
を
ど
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
よ
い
か
。
前
田
愛
氏
は
「
佐
藤
一
斎
の
位
置
ー
『
言
志
四
録
』
の
構

造
」
の
な
か
で
、『
言
志
録
』
中
に
『
俗
簡
焚
余
』
と
内
容
的
に
共
通
す
る
記

述
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
を
学
者
や
藩
主
・
家
老
な
ど
へ
の
箴
言
集
と

し
て
性
格
づ
け
て
い
る）

（1
（

。
福
知
山
藩
主
朽
木
綱
条
が
跋
の
な
か
で
、
読
者
と
し

て
「
学
に
志
有
る
者
」
と
「
邦
を
有た

も

ち
土
を
為お

さ

む
る
者
」
と
を
挙
げ
て
い
る
の

を
考
え
れ
ば
、
基
本
的
に
は
前
田
氏
の
言
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
一
斎

は
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）、
七
十
一
歳
の
折
り
に
将
軍
家
慶
に
対
し
て
、

『
愛
日
楼
文
詩
』『
孫
子
副
詮
』『
言
志
後
録
』
と
と
も
に
『
言
志
録
』
も
献
本

し
て
い
る
。
書
い
た
当
初
に
は
将
軍
は
念
頭
に
は
な
か
っ
た
の
だ
と
言
い
切
る

こ
と
も
で
き
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
家
斉
（
体
制
）
に
限
定
す
る
山
縣
氏
の
見
解
に

は
賛
同
で
き
な
い
が
、
前
田
氏
の
把
握
に
将
軍
や
老
中
な
ど
も
含
め
て
、
広
く

考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
言
志
録
』（「
言
志
四
録
」
も
同
様
で
あ
る
が
）
の
内
容
に
つ
い
て
前
田
氏

は
、
そ
こ
で
は
政
治
機
構
の
な
か
に
は
め
込
ま
れ
た
個
人
の
心
術
が
説
か
れ
て

い
る
と
と
ら
え
る
。
氏
は
言
う
、「
一
斎
に
と
っ
て
政
治
と
は
何
よ
り
も
先
ず
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個
人
の
心
術
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
政
治
機
構
の
全
体
像

を
概
念
的
に
構
成
す
る
よ
り
も
、
そ
の
中
に
嵌
め
込
ま
れ
た
個
人
の
役
割
や
職

分
を
具
体
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
執
着
す
る
。
国
主
・
宰
臣
・
吏
胥
が
そ
れ
ぞ

れ
与
え
ら
れ
た
職
分
に
従
っ
て
己
れ
の
心
を
格
す
時
、
全
体
の
秩
序
は
お
の
ず

か
ら
維
持
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
氏
の
見
解
を
批
判
す
る
よ
う

な
材
料
は
な
い
。
し
か
し
『
言
志
録
』
の
内
容
は
そ
れ
だ
け
で
言
い
尽
さ
れ
る

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
内
容
は
青
年
期
の
思
想
と
ど
の
よ
う
に
か

か
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
検
討
す
る
。

　

二　
『
言
志
録
』
の
思
想

　

一
斎
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）、
二
十
歳
の
折
り
に
成
っ
た
『
蘐
園
闢
蕪
』

の
な
か
で
仁
に
つ
い
て
、
己
の
責
任
で
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
人
の

手
を
借
り
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
た
が）

（1
（

、『
言
志
録
』
第
一
一
九

条
に
は
、「
士
は
当
に
己
に
在
る
者
を
恃
む
べ
し
。
動
天
驚
地
の
極
大
の
事
業

も
、
亦
た
都
て
一
己
よ
り
締
造
す
」
と
い
う
語
が
見
え
る）

（1
（

。『
言
志
録
』
で
は

青
年
期
の
思
想
の
う
ち
、
己
を
立
脚
地
と
す
べ
き
こ
と
が
と
り
た
て
て
説
か
れ

て
い
る
。
問
題
は
、
一
般
人
の
立
場
か
ら
政
治
的
強
制
に
よ
ら
ず
に
、
い
か
に

し
て
社
会
に
教
化
を
及
ぼ
し
て
い
け
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
『
大
学
』
の
「
一
人
貪
戻
な
れ
ば
一
国
乱
を
作
す
。
…
…
一
人
国
を
定
む
」

に
つ
い
て
、
朱
熹
は
「『
一
人
』
は
君
を
謂
ふ
な
り
」（『
大
学
章
句
』）
と
解
釈

し
て
い
る
が
、
一
斎
は
『
大
学
一
家
私
言
』
の
な
か
で
、「『
一
人
』
は
専
ら
君

を
指
し
て
言
は
ず
。
此
の
段
は
善
悪
の
化
の
、
其
の
機
の
至
速
な
る
こ
と
を
言

ふ
。
衆
唱
を
待
た
ざ
る
の
故
、『
一
人
』
と
曰
ふ
」
と
批
判
す
る
。「
一
人
」
は

君
主
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
。
ま
た
天
保
元
年
（
一
八
三

○
）
に
成
っ
た
『
伝
習
録
欄
外
書
』
の
な
か
で
は
、「
学
は
己
を
成
す
に
在
り

て
、
終
に
能
く
物
に
及
ぶ
。
…
…
君
子
は
入
る
と
し
て
自
得
せ
ざ
る
は
無
し
。

感
応
の
機
は
、
蓋
し
此
こ
に
在
り
。
故
に
聖
賢
の
乾
斡
坤
旋
の
一
大
事
業
も
、

亦
た
皆
な
一
己
よ
り
立
つ
」（
上
巻
・
第
二
七
条
）
と
説
い
て
い
る）

（1
（

。
こ
こ
に

見
ら
れ
る
の
は
、
己
よ
り
す
る
感
化
力
へ
の
信
頼
で
あ
る
。

　
『
言
志
録
』
刊
本
で
さ
き
の
第
一
一
九
条
（
Ｂ
系
稿
本
に
由
来
）
の
前
に
置

か
れ
た
第
一
一
七
・
一
一
八
条
は
、
も
と
も
と
Ａ
稿
本
の
最
後
に
あ
っ
た
も
の

で
あ
る
。
第
一
一
七
条
は
上
古
に
お
い
て
君
長
や
貢
賦
が
生
じ
た
理
由
を
述
べ

る
。
自
分
の
力
で
食
糧
を
得
て
い
た
禽
獣
同
然
の
暮
ら
し
の
な
か
で
、
生
活
が

で
き
な
く
な
っ
た
弱
者
・
少
者
は
不
公
平
の
解
決
を
才
徳
が
優
れ
て
い
る
者
に

任
せ
た
。
そ
の
た
め
多
忙
に
な
り
自
分
で
は
生
活
の
資
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た

才
徳
者
の
た
め
に
貢
賦
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

生
じ
、
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
才
徳
の
優
れ
た
者
が
い
る
と
、
第
二
・
第
三
の

才
徳
者
も
そ
の
人
の
命
令
に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
第
一
等
の

才
徳
の
者
を
以
て
諸
を
第
一
等
の
地
位
に
置
く
」
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
づ
け
て

一
斎
は
言
う
、「
乃
ち
億
兆
の
君
師
是
れ
な
り
。
孟
子
の
所
謂
る
『
邱
民
に
得

て
天
子
と
為
る
』
の
意
も
亦
た
此
れ
と
類
す
」
と
。
つ
ぎ
の
第
一
一
八
条
で

は
、「
世
間
第
一
等
の
人
物
為
ら
ん
と
欲
す
る
は
、
其
の
志
小
な
ら
ず
。
余
は

則
ち
以
て
猶
ほ
小
な
り
と
為
す
な
り
。
…
…
志
有
る
者
、
要
は
当
に
古
今
第
一

等
の
人
物
を
以
て
自
ら
期
す
べ
」
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
条
の

「
第
一
等
」
と
の
関
連
で
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
条
で
は
君
長
や
天
子
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
「
第
一
等
」
を
自
己
の
問
題
と
し
て

と
ら
え
直
し
て
い
る
。
青
年
期
に
一
斎
は
「
天
下
第
一
等
」
の
人
物
と
な
る
こ

と
を
め
ざ
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
天
下
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
い
く
こ
と

を
意
味
し
て
い
た）

（1
（

。『
大
学
一
家
私
言
』
の
な
か
で
は
、「
古
の
明
徳
を
天
下
に

明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
」
の
解
釈
で
、
そ
の
主
体
は
本
来
は
古
の
天
子
で

あ
る
が
、
人
間
は
誰
で
も
「
万
物
一
体
の
仁
」
を
も
っ
て
い
て
天
下
と
か
か
わ

り
得
る
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
。『
言
志
録
』
の
Ｂ
・
B'
稿
本
の
な
か

で
一
斎
は
、「『
明
徳
を
天
下
に
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
』。
只
だ
此
の
『
欲
』

の
字
、
千
古
大
人
の
一
大
規
模
」（
七
四
）
と
述
べ
て
い
る
。『
大
学
一
家
私
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言
』
と
問
題
意
識
が
一
貫
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る）

（1
（

。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、『
言
志
録
』
の
Ａ
稿
本
で
別
の
場
所
に
置
か
れ

て
い
た
条
「
畜
ふ
る
こ
と
厚
く
し
て
発
す
る
こ
と
遠
し
。
誠
の
人
を
動
か
す
、

其
の
功
は
慎
独
上
よ
り
力
を
得
。
…
…
」（
第
一
五
二
条
）
が
、
A'
稿
本
で
は

一
時
、
第
一
一
八
条
の
次
（
つ
ま
り
末
尾
）
に
置
か
れ
た
点
で
あ
る
。
刊
本
で

は
「
誠
」「
敬
」
に
つ
い
て
説
い
た
数
条
と
ま
と
め
て
、
さ
ら
に
別
の
場
所
に

移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
。
配
置
と
内
容
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
己
を
拠
り
所
に

感
化
を
及
ぼ
し
、
第
一
等
の
大
事
業
を
行
え
る
仕
組
み
と
方
法
を
説
い
た
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
一
斎
に
注
目
さ
れ
た
の
が
「
誠
」
の
効
力

で
あ
っ
た
。

　

以
上
、『
言
志
録
』
の
一
斎
は
、
社
会
に
感
化
を
及
ぼ
し
て
い
く
た
め
の
己

の
工
夫
の
あ
り
方
＝
「
誠
」
に
と
り
わ
け
目
を
向
け
て
い
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ

る
寛
政
異
学
の
禁
の
、
政
治
力
に
よ
る
上
か
ら
の
教
化
と
は
異
な
る
仕
方
を
求

め
て
い
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
一
斎
は
寛
政
期
の
「
理
学
真
偽
論
」

（『
愛
日
楼
全
集
』
巻
一
五
）
や
『
心
得
録
』
の
な
か
で
、
党
同
伐
異
や
門
戸
を

立
て
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
が）

（1
（

、『
言
志
録
』
に
お
い
て
は
、
門
戸
を
争
う

こ
と
や
標
榜
す
る
こ
と
が
、
自
己
の
心
の
あ
り
方
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
説
か

れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
寛
政
異
学
の
禁
の
、
一
つ
の
学
派
の
強
制
を
問

題
に
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
方
で
『
言
志
録
』
に
は
青
年
期
の
思
想

を
継
承
し
な
が
ら
も
新
た
な
思
想
も
登
場
す
る
。

　

一
斎
は
『
言
志
耋
録
』
の
稿
本
の
な
か
で
、「
昔
の
朱
派
と
称
す
る
者
は
、

固
陋
に
失
す
。
今
の
朱
派
と
称
す
る
者
は
、
雑
博
に
失
す
」「
今
の
宋
学
と
称

す
る
者
は
、
率
ね
皆
な
考
拠
の
学
な
り
。
其
の
朱
子
の
経
註
を
読
む
も
、
亦
た

文
字
を
訓
詁
し
本
の
同
異
を
書
く
等
の
事
に
過
ぎ
ず
」
と
述
べ
、
現
状
で
は
、

正
学
派
朱
子
学
よ
り
も
む
し
ろ
雑
博
・
考
証
に
流
れ
る
朱
子
学
が
流
行
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
斎
は
す
で
に
『
言
志
録
』
に
お
い
て
、「
経
を
窮

む
る
に
は
、
須
く
此
の
心
に
考
拠
し
、
此
の
心
に
引
証
す
る
を
要
す
べ
し
。
徒

に
文
字
の
上
に
就
い
て
の
み
考
拠
・
引
証
し
、
輒
ち
経
を
窮
む
る
は
此
こ
に
止

ま
る
と
謂
ふ
が
如
き
は
、
則
ち
陋
な
る
こ
と
甚
だ
し
」（
第
二
三
六
条
）
と
述

べ
て
い
た
。
考
証
学
＝
文
字
上
の
学
に
対
し
て
、
心
を
拠
り
所
に
す
べ
き
こ
と

が
説
か
れ
て
い
る
。
一
斎
自
身
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）、
六
十
二
歳
の
折

り
に
書
い
た
「
漫
記
」（『
愛
日
楼
全
集
』
巻
四
一
）
の
な
か
で
、「
五
十
已
後
、

始
め
て
学
は
心
に
在
り
て
、
文
字
に
在
ら
ざ
る
を
信
ず
」（
原
漢
文
）
と
振
り

返
っ
て
い
る
。
当
時
の
一
斎
が
「
文
字
」
と
「
心
」
と
の
間
に
関
心
を
向
け
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
斎
は
『
蘐
園
闢
蕪
』
の
な
か
で
、「
夫
れ
仁
義
礼
智
は
、
天
地
自
然
の
道

に
し
て
、
万
古
に
亘
り
て
改
ま
ら
ず
、
人
性
に
存
し
て
滅
せ
ず
。
諸
を
夏
華
に

行
ふ
べ
く
、
諸
を
戎
狄
に
行
ふ
べ
し
」（
第
五
則
、
原
漢
文
）
と
述
べ
、
夏

華
・
戎
狄
と
い
う
区
別
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
普
遍
的
な
道
を
と
ら
え
て
い
た
。

こ
れ
に
関
連
す
る
条
と
し
て
、
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。

茫
茫
た
る
宇
宙
、
此
の
道
は
只
だ
是
れ
一
貫
す
。
人
よ
り
之
れ
を
視
る

に
、
中
国
有
り
、
夷
狄
有
り
。
天
よ
り
之
れ
を
視
る
に
、
中
国
無
く
、
夷

狄
無
し
。
中
国
に
秉
彜
の
性
有
り
、
夷
狄
に
も
亦
た
秉
彜
の
性
有
り
。
中

国
に
惻
隠
・
羞
悪
・
辞
譲
・
是
非
の
情
有
り
、
夷
狄
に
も
亦
た
惻
隠
・
羞

悪
・
辞
譲
・
是
非
の
情
有
り
。
中
国
に
父
子
・
君
臣
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋

友
の
倫
有
り
、
夷
狄
に
も
亦
た
父
子
・
君
臣
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
の
倫

有
り
。
天
は
寧
ん
ぞ
厚
薄
愛
憎
を
其
の
間
に
有
せ
ん
や
。
所
以
に
此
の
道

は
只
だ
是
れ
一
貫
す
。
但
だ
漢
土
の
古
聖
人
の
此
の
道
を
発
揮
す
る
は
、

独
り
先
ん
じ
て
又
た
独
り
精
な
り
。
故
に
其
の
言
語
文
字
は
以
て
人
心
を

興
起
す
る
に
足
る
も
、
而
れ
ど
も
其
の
実
は
則
ち
道
は
人
心
に
在
り
て
、

言
語
文
字
の
能
く
尽
く
す
所
に
非
ず
。
若
し
道
は
独
り
漢
土
の
文
字
の
み

に
在
り
と
（
道
独
在
於
漢
土
文
字
）
謂
は
ば
、
則
ち
試
み
に
之
れ
を
思

へ
、
六
合
の
内
、
同
文
の
域
は
凡
そ
幾
ば
く
か
有
る
、
而
も
猶
ほ
治
乱
有

る
を
。
其
の
余
の
横
文
の
俗
も
亦
た
能
く
其
の
性
を
性
と
し
て
、
足
ら
ざ

る
所
無
く
、
其
の
倫
を
倫
と
し
て
、
具
せ
ざ
る
所
無
く
、
以
て
其
の
生
を

養
ひ
、
以
て
其
の
死
を
送
る
。
然
れ
ば
則
ち
道
は
豈
に
独
り
漢
土
の
文
字
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の
み
に
在
ら
ん
や
（
道
豈
独
在
於
漢
土
文
字
已
乎
）。
天
は
果
た
し
て
厚

薄
愛
憎
の
殊
な
る
有
り
と
云
は
ん
や
。（
第
一
三
一
条
、
傍
線
筆
者
）

　

こ
こ
で
も
「
中
国
」「
夷
狄
」、
そ
し
て
「
横
文
の
俗
」
を
超
え
て
一
貫
す
る

普
遍
的
な
道
を
説
い
て
い
る）

11
（

。
青
年
期
か
ら
一
貫
し
て
い
る
一
斎
の
思
想
を
見

る
こ
と
が
で
き
る）

1（
（

。
右
引
用
中
の
傍
線
部
は
、
Ｂ
稿
本
と
B'
稿
本
で
は
「
中

国
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
Ｃ
稿
本
以
降
「
漢
土
」
と
改
め
た
。
価
値
意
識

が
ま
と
わ
り
つ
く
「
中
国
」
の
呼
称
を
避
け
、
そ
の
結
果
「
中
国
」（「
夷
狄
」）

の
語
が
「
漢
土
」
か
ら
離
れ
て
形
骸
化
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
見
逃
す
こ
と
の

で
き
な
い
修
正
で
あ
る
。
も
う
一
点
、
二
重
傍
線
部
の
「
文
字
」
の
前
に
、
Ｂ

稿
本
で
は
「
在
於
」
の
挿
入
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
道
は
漢
土

に
あ
る
だ
け
で
も
、
文
字
に
あ
る
だ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
で
意
味
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
刊
本
で
は
も
と
の
ま
ま
に
落

ち
着
く
の
だ
が
、
こ
の
修
正
に
よ
っ
て
「
文
字
」
の
語
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
わ
せ
て
西
洋
に
つ
い
て
「
横
文
の
俗
」
と
い
う
表
現
を

し
て
い
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
第
一
三
一
条
が
書
か
れ
た
の

は
、
Ｂ
系
稿
本
の
末
尾
記
載
か
ら
文
政
二
年
（
一
八
一
九
、
四
十
八
歳
）
一
月

以
前
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
。
当
条
の
記
述
時
期
は
、
さ
き
の
「
漫
記
」

の
信
じ
た
と
い
う
時
期
よ
り
は
前
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
「
文
字
」
で
は
な
く

「
心
」、
こ
こ
に
林
家
塾
長
期
の
思
想
を
解
く
ひ
と
つ
の
鍵
が
あ
る
。
考
証
学
も

強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
第
一
三
一
条
は
、
国
際
上
の
道
の

普
遍
性
を
言
う
点
で
は
青
年
期
の
思
想
と
変
わ
り
は
な
い
が
、
さ
ら
に
「
道
は

人
心
に
在
り
て
、
言
語
文
字
の
能
く
尽
く
す
所
に
非
ず
」
と
い
う
立
場
に
立
っ

た
一
斎
は
、
心
を
拠
り
所
に
す
る
こ
と
が
、「
漢
土
文
字
」「
横
文
」
と
い
う
文

字
の
違
い
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
な
る
鍵
は
「
天
」
で
あ
る
。
一
斎
は
寛
政
五
年
の
『
心
得
録
』
の
な
か

で
、「
太
古
は
則
ち
心
を
師
と
し
、
中
古
は
則
ち
人
を
師
と
し
、
後
世
は
則
ち

経
を
師
と
す
」（
第
三
三
条
）
と
説
い
て
い
た
が
、『
言
志
録
』
で
は
「
太
上
は

天
を
師
と
し
、
其
の
次
は
人
を
師
と
し
、
其
の
次
は
経
を
師
と
す
」（
第
二
条
、

原
漢
文
）
と
言
う
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
「
心
」
が
「
天
」
に
置
き
換
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
心
を
さ
ほ
ど
尊
重
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
心
の
拠
り
所
と
し
て
天
が
重
要
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
一
三
一
条
で
は
天
か
ら
の
目
で
見
、
天
の
厚
薄
愛
憎
の
な
い
心
に
思
い
を
致

し
て
道
の
普
遍
性
を
確
信
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
言
志
録
』
で
は
、
道
の
普
遍

性
を
支
え
る
も
の
と
し
て
天
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
斎
の

「
天
」
の
思
想
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
が
あ
る
が
、「
数
」
や
「
敬
」
の
思
想
も
含

め
て
拙
稿
「
佐
藤
一
斎
の
「
天
」
ー
本
居
宣
長
以
後
の
超
越
者
観
念
ー
」（『
日

本
思
想
史
学
』
第
五
〇
号
、
二
〇
一
八
年
）
で
考
察
し
て
い
る
。

　

三　
『
言
志
後
録
』
の
稿
本
と
先
行
研
究

　
『
言
志
後
録
』
は
、
執
筆
年
月
が
付
記
さ
れ
て
い
る
条
を
拾
っ
て
い
く
と）

11
（

、

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
～
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
ご
ろ
執
筆
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
刊
行
は
遅
れ
て
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
で
あ

る
。
門
人
の
沢
村
西
陂
（
一
八
〇
〇
～
五
九
）
は
刊
行
を
延
期
し
た
理
由
と
し

て
、
蛮
社
の
獄
な
ど
が
あ
っ
た
た
め
と
言
う）

11
（

。
稿
本
と
し
て
は
河
田
文
庫
に
つ

ぎ
の
一
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。

⒜
『
言
志
後
録　

完
』（
図
書
番
号121K

W
9

）。

　

こ
れ
は
刊
本
に
近
い
も
の
で
、
こ
の
う
ち
二
十
条
が
削
ら
れ
二
十
七
条
が
加

え
ら
れ
、
配
列
が
多
少
改
め
ら
れ
て
刊
本
が
成
立
す
る
。
執
筆
年
月
が
付
記
さ

れ
て
い
る
条
も
刊
本
と
重
な
っ
て
お
り
、
と
い
う
こ
と
は
こ
の
稿
本
は
、
天
保

八
年
十
二
月
一
日
以
降
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
稿
本
研
究
と
し
て
、
相
良
亨
・
溝
口
雄
三
両
氏
に
よ
る
日
本
思

想
大
系
四
六
『
佐
藤
一
斎　

大
塩
中
斎
』
補
注
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
稿
本
と

刊
本
の
個
々
の
条
文
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
異
同
を
指
摘
し
、
ま
た
稿
本
か
ら

刊
本
の
段
階
で
削
除
さ
れ
た
条
文
を
ま
と
め
て
掲
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
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の
削
除
さ
れ
た
条
が
も
と
も
と
置
か
れ
て
い
た
場
所
が
わ
か
ら
な
い
だ
け
で
は

な
く
、
刊
本
の
段
階
で
挿
入
さ
れ
た
条
が
ど
れ
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ

に
問
題
が
残
る
。
そ
の
点
を
明
確
に
し
た
筆
削
過
程
表
を
論
文
末
に
掲
げ
た
の

で
参
照
さ
れ
た
い
。

　

な
お
一
斎
は
、
稿
本
を
門
人
の
佐
久
間
象
山
（
一
八
一
一
～
六
四
）
に
示
し

て
批
評
さ
せ
て
い
る
。
信
濃
教
育
会
編
『
象
山
全
集
』（
信
濃
毎
日
新
聞
社
、

一
九
三
四
年
）
巻
三
に
載
せ
る
「
一
斎
先
生
言
志
後
録
に
付
存
念
申
述
候
案
」

が
そ
の
折
り
の
も
の
で
あ
り
、
末
尾
に
日
付
の
み
五
月
二
十
日
と
記
さ
れ
て
い

る
。『
象
山
全
集
』
で
は
こ
れ
を
天
保
五
年
の
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

誤
り
で
天
保
九
年
以
降
に
相
違
な
い）

11
（

。

　

山
縣
明
人
氏
の
『
言
志
後
録
』
関
係
の
論
文
は
つ
ぎ
の
二
篇
で
あ
る
。

⒜ 

「
佐
藤
一
斎
の
思
想
と
教
育
（
Ⅰ
）」（『
政
治
経
済
史
学
』
第
二
○
○
号
、
一

九
八
三
年
）

⒝ 

「『
言
志
四
録
』
に
お
け
る
思
想
的
戦
略
の
変
容
」（
二
松
学
舎
大
学
陽
明
学

研
究
所
『
陽
明
学
』
第
三
号
、
一
九
九
一
年
）

　

氏
は
一
斎
が
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
九
月
に
将
軍
家
慶
に
『
言
志
後

録
』
を
献
本
し
た
事
実
を
重
視
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
る
。
天
保
八

年
に
大
塩
の
乱
が
起
こ
り
、
ま
た
将
軍
が
家
斉
か
ら
家
慶
へ
と
交
替
し
た
の
を

契
機
に
一
斎
は
筆
を
置
い
た
。
彼
は
天
保
十
二
年
十
一
月
に
幕
府
儒
者
に
登
用

さ
れ
、
十
三
年
九
月
に
は
『
言
志
後
録
』
な
ど
を
家
慶
に
献
本
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
天
保
十
二
年
十
一
月
か
ら
十
三
年
九
月
ま
で
の
間
に
修
正
を
加
え
た

の
で
あ
る
と
。
そ
し
て
内
容
に
つ
い
て
氏
は
、
権
力
の
中
心
へ
と
よ
り
近
づ
い

た
立
場
か
ら
説
か
れ
て
お
り
、
体
制
批
判
で
は
な
く
体
制
指
導
の
論
調
に
な
っ

て
い
る
と
言
う
。
こ
の
献
本
の
た
め
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ

れ
を
証
明
す
る
材
料
も
否
定
す
る
材
料
も
な
い
。
し
か
し
か
な
り
無
理
な
仮
説

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
山
縣
氏
は
、『
言
志
後
録
』
中
の
「
人
主
」

と
は
将
軍
（
家
慶
）
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
さ
き
の
「
重
職
心
得
箇

条
」
や
、
秋
月
藩
の
た
め
に
書
い
た
「
御
輔
導
存
意
書
」
の
な
か
で
は
、「
人

主
」
を
藩
主
の
意
味
で
使
っ
て
い
る）

11
（

。
も
っ
ぱ
ら
将
軍
家
慶
を
念
頭
に
置
い
た

著
作
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
『
言
志
後
録
』
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
前
田
氏
の
把
握
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
藩
主
や
家
老
な
ど
に
対
し
て
、

政
治
機
構
の
な
か
に
は
め
込
ま
れ
た
個
人
の
心
術
を
説
い
て
い
る
と
い
う
だ
け

で
は
物
足
り
な
い
。
青
年
期
の
思
想
と
の
関
連
と
と
も
に
、『
言
志
録
』
と
の

相
違
点
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

四　
『
言
志
後
録
』
の
思
想

　

河
田
文
庫
所
蔵
の
稿
本
か
ら
刊
本
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
、
新
た
に
二
十
七

条
が
加
筆
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
十
二
月
一

日
か
ら
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
間
に
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
二
十
七
条
に
何
か
特
徴
が
見
ら
れ
な
い
か
調
べ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
四
条

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

⒜ 

余
、
明
紀
を
読
む
に
、
其
の
季
世
に
至
り
て
、
君
相
は
其
の
人
に
匪あ

ら

ず
、
宦

官
宮
妾
事
を
用
ひ
、
賂
遺
公
行
し
、
兵
馬
衰
弱
し
、
国
帑
は
則
ち
空
虚
、
政

事
は
只
だ
是
れ
貨
幣
を
料
理
す
る
の
み
。
東
林
は
党
せ
ざ
る
を
得
ず
、
闖ち

ん

賊

は
蠢う

ご
めか

ざ
る
を
得
ず
、
終
に
胡
満
の
釁
に
乗
じ
て
夏
を
簒う

ば

ふ
に
馴
致
す
。
嗟

嗟
、
後
世
戒
む
る
所
を
知
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
。（
第
四
○
条
）

⒝
鈔
銭
出
で
て
明
衰
へ
、
鈔
銭
盛
ん
に
し
て
明
亡
ぶ
。（
第
四
一
条
）

⒞ 
唐
代
の
三
患
は
外
寇
為
り
、
藩
鎮
為
り
、
宦
官
為
り
。
人
主
は
知
ら
ざ
る
に

非
ず
、
然
る
に
終
に
此
れ
を
以
て
斃
る
、
宰
輔
の
其
の
人
に
非
ざ
る
を
以
て

な
り
。
鑑
む
べ
き
の
至
り
な
り
。（
第
一
六
七
条
）

⒟ 

我
が
邦
の
南
北
朝
は
、
漢
土
の
南
北
朝
と
事
体
逈は

る

か
に
別
な
り
。
漢
土
は
則

ち
南
北
に
異
姓
角
立
し
、
又
た
各
々
相
簒
奪
す
。
真
に
是
れ
判
れ
て
南
北
と

為
る
。
我
が
邦
は
則
ち
皇
統
一
姓
に
し
て
、
宸
居
は
南
北
を
分
か
つ
と
雖
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も
、
而
れ
ど
も
皇
胤
は
実
に
南
北
無
し
。
但
だ
神
璽
の
帰
す
る
所
を
以
て
順

と
為
す
の
み
。
烏
く
ん
ぞ
漢
土
と
一
例
に
之
れ
を
視
る
を
得
ん
や
。（
第
一

九
九
条
）

　

⒜
⒝
は
『
言
志
後
録
』
中
で
唯
一
、
藩
を
超
え
て
日
本
の
政
治
に
つ
い
て
考

え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
第
三
九
条
「
其
れ
難
く
し
其
れ
慎
ま
ば
、
国

家
に
不
虞
の
患
ひ
無
し
。
惟
れ
和
し
惟
れ
一
に
す
れ
ば
、
朝
廷
に
多
事
の
擾わ

ず
らひ

無
し
」（
た
だ
し
「
朝
廷
」
が
幕
府
を
指
す
の
か
京
都
朝
廷
を
指
す
の
か
は
不

明
）
の
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
⒜
⒝
⒞
で
は
中
国
王
朝
の
滅
亡
の
原

因
を
挙
げ
て
、
日
本
の
政
治
へ
の
戒
め
と
し
て
い
る
。
⒟
で
は
中
国
と
比
較
し

て
日
本
の
「
皇
統
一
姓
」
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
中
国
を
念
頭
に
置
き
つ

つ
日
本
全
体
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。

　
『
言
志
後
録
』
全
体
で
は
「
学
」
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
て
い
る
条
文
が
多

い
。
林
家
塾
長
一
斎
の
教
育
者
と
し
て
の
姿
勢
が
随
所
に
現
れ
て
い
る
。
第
一

条
は
「
此
の
学
は
吾
人
一
生
の
負
担
な
り
」
か
ら
始
ま
り
、
巻
末
に
は
「
入
学

説
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
青
年
期
や
『
言
志
録
』
の
思
想
と
の
か
か
わ
り
を
考

え
る
際
に
も
、
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
斎
は
寛
政
七

年
以
降
に
成
っ
た
『
大
学
一
家
私
言
』
の
な
か
で
、
王
陽
明
の
「
古
本
大
学

（
新
）
序
」
の
説
を
取
る
理
由
と
し
て
、「
人
人
能
く
す
べ
し
」
と
い
う
点
を
挙

げ
て
い
た）

11
（

。『
言
志
後
録
』
第
四
条
で
は
「
孔
子
の
学
」
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ

う
に
言
う
。

孔
子
の
学
は
、「
己
を
修
め
て
以
て
敬
す
」
よ
り
「
百
姓
を
安
ん
ず
」
に

至
る
ま
で
、
只
だ
是
れ
実
事
実
学
な
り
。「
四
を
以
て
教
ふ
、
文
行
忠
信
」

「
雅つ

ね

に
言
ふ
所
、
詩
・
書
・
執
礼
」
と
は
、
必
ず
し
も
耑も

っ
ぱら

誦
読
を
事
と

す
る
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
当
時
の
学
ぶ
者
は
、
敏
・
鈍
の
異
な
る

こ
と
有
り
と
雖
も
、
各
々
其
の
器
を
成
す
。
人
は
皆
な
学
ぶ
べ
く
し
て
、

能
・
不
能
は
無
き
な
り
。
後
世
は
則
ち
此
の
学
は
墜
ち
て
芸
の
一
途
に
在

り
。
博
物
多
識
、
一
過
し
て
誦
を
成
す
は
芸
な
り
。
詞
藻
縦
横
、
千
言
立

ち
ど
こ
ろ
に
下
る
は
尤
も
芸
な
り
。
其
の
芸
に
墜
つ
る
を
以
て
や
、
故
に

能
・
不
能
有
り
て
、
学
問
は
始
め
て
行
儀
と
離
る
。（
傍
線
筆
者
）

　

傍
線
部
分
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
も
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
条
で
あ

る
が
、
青
年
期
の
思
想
と
の
関
連
を
考
え
れ
ば
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
博
物
多
識
で
書
物
を
一
度
読
ん
だ
だ
け
で
暗
記

し
た
り
（
こ
れ
は
考
証
学
が
流
行
し
て
き
た
状
況
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
）、

詩
文
の
才
を
縦
横
に
操
っ
て
す
ば
や
く
作
っ
た
り
す
る
こ
と
が
尊
ば
れ
て
い
る

現
状
に
対
し
、「
学
」
が
芸
に
陥
っ
て
い
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
人
間
誰
も
が
実
践
可
能
で
あ
る
「
学
」
を
求
め
て
い
る
点
で
は
一
貫
し
て

い
る
。

　
『
言
志
録
』
の
一
斎
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
門
戸
を
争
う
こ
と
や
標
榜

す
る
こ
と
を
、
自
己
の
心
の
あ
り
方
の
問
題
に
還
元
し
て
説
い
て
い
た
。
こ
れ

に
関
し
て
『
言
志
後
録
』
で
は
、「
弊
を
矯
む
る
の
説
は
必
ず
復
た
弊
を
生
ず
。

只
だ
当
に
学
は
己
の
為
に
す
る
を
知
る
べ
し
。
学
は
己
の
為
に
す
る
を
知
る
者

は
、
必
ず
之
れ
を
己
に
求
む
。
是
れ
心
学
な
り
。
得
力
の
処
に
至
り
て
は
、
則

ち
宜
し
く
其
の
自
得
す
る
所
に
任
す
べ
し
。
小
異
有
り
と
雖
も
、
大
同
を
害
は

ず
」（
第
一
一
九
条
）、「
学
人
、
各
々
得
力
の
処
有
り
。
挙
げ
て
人
の
与た

め

に
看

し
む
る
は
固
よ
り
可
な
り
。
但
だ
主
張
太
だ
過
ぎ
、
標
し
て
以
て
宗
旨
と
為
せ

ば
、
則
ち
後
に
必
ず
弊
有
り
。
虞
る
べ
き
な
り
」（
第
一
三
九
条
）
と
述
べ
る
。

「
得
力
の
処
」
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
な
工
夫
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
他
の
学
ぶ

者
に
押
し
つ
け
る
こ
と
の
弊
害
を
説
い
て
お
り
、
教
育
的
な
観
点
か
ら
他
者
の

自
得
の
あ
り
方
ま
で
も
視
野
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
言
志
後
録
』
の
最
終
（
第
二
五
五
）
条
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

濂
洛
の
復
古
の
学
は
、
実
に
孔
孟
の
宗
為
り
。
之
れ
を
承
く
る
者
は
紫

陽
・
金
谿
及
び
張
・
呂
な
り
。
異
同
有
り
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
其
の
実
は

皆
な
純
全
た
る
道
学
に
し
て
、
決
し
て
俗
儒
の
流
に
非
ず
。
元
に
於
い
て

は
則
ち
静
修
・
魯
亝
、
明
は
則
ち
崇
仁
・
河
東
・
余
姚
・
増
城
、
是
れ
其

の
選
な
り
。
亦
た
各
々
異
な
る
こ
と
有
り
と
雖
も
、
皆
な
一
代
の
賢
儒
に
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し
て
、
其
の
濂
洛
に
遡
洄
す
る
は
則
ち
一
な
り
。
上
下
千
載
、
落
落
と
し

て
唯
だ
此
の
数
君
子
有
る
の
み
。
吾
、
取
り
て
之
れ
を
尚
友
し
、
心
に
於

い
て
楽
し
む
。

　

宋
代
の
朱
熹
（
紫
陽
）・
陸
象
山
（
金
谿
）・
張
南
軒
・
呂
東
萊
、
元
代
の
劉

静
修
・
許
魯
斎
、
明
代
の
呉
康
斎
（
崇
仁
）・
薛
敬
軒
（
河
東
）・
王
陽
明
（
余

姚
）・
湛
甘
泉
（
増
城
）。
彼
ら
の
学
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
同
が
あ
る
が
、
濂
洛

（
周
濂
渓
と
程
明
道
・
程
伊
川
）
の
学
に
淵
源
し
て
い
る
点
で
は
同
一
で
あ
る

と
言
う）

11
（

。
こ
れ
は
諸
「
学
」
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。

　

お
わ
り
に

　
『
言
志
録
』
と
『
言
志
後
録
』
に
見
ら
れ
る
思
想
の
成
り
立
ち
と
変
遷
に
つ

い
て
、
青
年
期
の
思
想
と
の
か
か
わ
り
に
も
注
目
し
な
が
ら
分
析
し
て
き
た
。

明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。『
言
志
録
』
で
は
、
第
一
に
、

青
年
期
の
思
想
の
う
ち
の
己
の
尊
重
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ

る
寛
政
異
学
の
禁
の
政
治
力
に
よ
る
上
か
ら
の
強
制
に
対
し
て
、
一
般
人
の
立

場
か
ら
社
会
に
感
化
を
及
ぼ
し
て
い
く
た
め
の
己
の
工
夫
＝
誠
が
注
目
さ
れ
、

正
学
派
朱
子
学
に
対
し
て
、
門
戸
を
争
う
こ
と
や
標
榜
す
る
こ
と
が
自
己
の
心

の
あ
り
方
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
否
定
さ
れ
て
い
た
。
第
二
に
、
青
年
期
の
思

想
と
同
様
に
国
際
上
の
道
の
普
遍
性
が
説
か
れ
て
い
た
が
、
考
証
学
の
流
行
の

な
か
で
、
一
斎
は
文
字
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
批
判
し
て
心
を
尊
重
し
、
文
字

の
違
い
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
道
の
普
遍
性
が
説
か
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
普
遍
性

を
支
え
る
も
の
と
し
て
天
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。『
言
志
後
録
』
で
は
教

育
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
学
の
あ
り
方
が
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
他
の
学
ぶ

者
の
自
得
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
学
の
構
成
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

一
斎
の
心
学
の
意
義
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
彼
が
『
言
志
録
』
第
一
三

一
条
の
な
か
で
、「
道
は
人
心
に
在
り
て
、
言
語
文
字
の
能
く
尽
く
す
所
に
非

ず
」
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
道
は
「
漢
土
の
文
字
」
の
上
の
み
に
あ
る
の
で
は

な
く
、「
横
文
の
俗
も
亦
た
能
く
其
の
性
を
性
と
し
て
、
足
ら
ざ
る
所
無
く
、

其
の
倫
を
倫
と
し
て
、
具
せ
ざ
る
所
無
し
」
と
述
べ
て
西
洋
に
つ
い
て
「
横
文

の
俗
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
。
一
斎
の
心
学

は
使
用
し
て
い
る
文
字
自
体
の
違
い
と
い
う
区
別
を
超
え
て
い
く
性
格
を
も
っ

て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

注
（
１
）「『
言
志
四
録
』
と
『
洗
心
洞
劄
記
』」（
日
本
思
想
大
系
四
六
『
佐
藤
一
斎　

大
塩
中

斎
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
年
〉
解
説
）。

（
２
）「
佐
藤
一
斎
の
位
置
ー
『
言
志
四
録
』
の
構
造
」（『
文
学
』
第
三
七
巻
第
九
号
、
一
九

六
九
年
）。
の
ち
『
幕
末
・
維
新
期
の
文
学
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
二
年
）

に
収
録
。

（
３
）「
言
志
四
録
の
性
格
（
一
）」（『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
四
三
号
、
一
九

九
三
年
）・「
言
志
四
録
の
性
格
（
二
）」（
同
、
第
四
四
号
、
一
九
九
四
年
）・「
言
志

四
録
の
性
格
（
三
）」（
同
、
第
四
五
号
、
一
九
九
五
年
）・「
言
志
四
録
の
性
格
（
四
）」

（
同
、
第
四
六
号
、
一
九
九
六
年
）・「
言
志
四
録
の
性
格
（
五
）」（『
山
梨
大
学
教
育

人
間
科
学
部
研
究
報
告
』
第
四
九
号
、
一
九
九
八
年
）・「
言
志
四
録
の
性
格
（
六
）」

（『
山
梨
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
九
九
年
）・「
言
志
四

録
の
性
格
（
七
）」（
同
、
第
一
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
）・「
言
志
四
録
の
性
格

（
八
）」（
同
、
第
二
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
）・「
言
志
四
録
の
性
格
（
九
）」（
同
、

第
三
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）・「
言
志
四
録
の
性
格
（
十
）」（
同
、
第
三
巻
第
二

号
、
二
〇
〇
二
年
）・「
言
志
四
録
の
性
格
（
十
一
）」（
同
、
第
四
巻
第
一
号
、
二
〇

〇
二
年
）・「
言
志
四
録
の
性
格
（
十
二
）」（
同
、
第
五
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
４
）
日
本
思
想
大
系
四
六
『
佐
藤
一
斎　

大
塩
中
斎
』
所
収
、
原
漢
文
、
以
下
同
じ
。

（
５
）
高
瀬
代
次
郎
『
佐
藤
一
斎
と
其
門
人
』（
南
陽
堂
、
一
九
二
二
年
）
五
四
○
～
五
四
二

頁
、
ま
た
寺
石
正
路
『
南
学
史
』（
冨
山
房
、
一
九
三
四
年
）
八
五
八
～
八
五
九
頁
所

収
。

（
６
）
疋
田
啓
佑
氏
は
『
佐
藤
一
斎
全
集
』
第
一
一
巻
（
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
の

『
言
志
録
』
当
該
条
の
余
説
の
な
か
で
、「『
今
の
君
子
、
盍
ぞ
虚
名
を
冒
す
の
恥
た
る
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を
知
ら
ざ
る
』
と
は
、
当
時
の
幕
府
の
執
政
者
に
対
す
る
強
い
批
判
の
言
で
あ
る
。

こ
の
今
の
君
子
は
誰
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
山
県マ

マ

明
人
氏
は
将
軍
家
斉
を

指
す
と
し
、『
言
志
録
』
は
明
ら
か
に
将
軍
家
斉
に
対
す
る
権
力
批
判
の
書
で
あ
り
、

体
制
内
改
革
指
導
の
意
味
と
意
図
を
持
た
せ
る
べ
く
構
想
さ
れ
た
書
で
あ
る
、
と
い

う
」（
二
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
山
縣
氏
の
説
に
つ
い
て
は
紹
介
し
て
い
る
の
み
で

あ
る
が
、
疋
田
氏
は
み
ず
か
ら
の
見
解
と
し
て
、
幕
府
の
執
政
者
に
対
す
る
批
判
の

言
で
あ
る
と
言
う
。

（
７
）
Ｃ
稿
本
と
刊
本
で
は
「
聡
明
睿
知
に
し
て
能
く
其
の
性
を
尽
く
す
者
は
君
師
な
り
。

君
の
誥
命
は
即
ち
師
の
教
訓
に
し
て
二
道
無
き
な
り
。
世
の
下
る
に
迨
び
、
君
師
判

る
。
師
道
の
立
つ
は
君
道
の
衰
へ
な
り
」
と
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
Ａ
系

稿
本
の
条
と
の
表
現
上
の
重
複
を
避
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
、
原
漢
文
、
以
下
同
じ
。

（
９
）
無
窮
会
織
田
文
庫
所
蔵
、
原
漢
文
。

（
10
）『
佐
藤
一
斎
全
集
』
第
七
巻
（
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
五
二
一
頁
、
原
漢
文
。

（
11
）『
俗
簡
焚
余
』（
関
儀
一
郎
編
『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
三
巻
〈
鳳
出
版
、
一
九
七
一

年
〉）
所
収
。

（
12
）「『
俗
簡
焚
余
』
に
披
瀝
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
進
言
は
「
言
志
録
」
の
応
用
に
ち
が
い

な
い
が
、
逆
に
そ
れ
ら
は
精
錬
さ
れ
、
凝
縮
さ
れ
て
ふ
た
た
び
「
言
志
録
」
の
箴
言

に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
」。
こ
こ
で
の
「
言
志
録
」
は
「
言
志
四
録
」
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
田
氏
は
四
録
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。
他
録
も
『
言
志
録
』

と
同
様
の
性
格
の
も
の
と
見
て
い
る
。

（
13
）
東
京
都
立
中
央
図
書
館
河
田
文
庫
所
蔵
。「
顔
淵
仁
を
問
ふ
。
孔
子
曰
く
、『
己
に
克

ち
て
礼
に
復
る
』
と
。『
仁
を
為
す
は
己
に
由
り
て
人
に
由
ら
ん
や
』
と
。
子
張
仁
を

問
ふ
。
孔
子
曰
く
、『
恭
・
寛
・
信
・
敏
・
恵
な
り
』
と
。
夫
れ
斯
の
五
者
も
亦
た
己

に
由
る
な
り
。
己
に
由
り
て
佗
に
仮
ら
ず
」（
第
七
則
）、
原
漢
文
。

（
14
）
Ｂ
・
B'
稿
本
で
は
「
極
大
の
事
業
」
が
「
大
事
業
」、「
締
造
す
」
が
「
立
つ
」
と

な
っ
て
い
た
。

（
15
）『
佐
藤
一
斎
全
集
』
第
五
巻
（
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
八
八
頁
、
原
漢
文
。

（
16
）
拙
稿
「
佐
藤
一
斎
の
思
想
ー
寛
政
期
を
め
ぐ
っ
て
ー
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
二
〇

号
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。

（
17
）
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）、
二
十
二
歳
の
折
り
に
書
い
た
『
心
得
録
』
の
な
か
で
も
、

「『
大
学
』
の
『
明
徳
を
天
下
に
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
』。『
欲
』
の
一
字
、
是
れ
千

古
大
人
の
規
模
」（
第
七
条
）
と
述
べ
て
い
た
。
近
世
儒
家
文
集
集
成
第
一
六
巻
『
愛

日
楼
全
集
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
年
）
巻
一
・『
佐
藤
一
斎
全
集
』
第
三
巻

（
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
所
収
、
原
漢
文
。

（
18
）
注
（
16
）
の
拙
稿
参
照
。

（
19
）「
聖
人
は
善
、
人
と
同
じ
う
し
、
人
に
取
り
て
以
て
善
を
為
す
を
楽
し
む
。
一
に
何
ぞ

広
き
や
。
儒
者
の
門
戸
を
争
ふ
は
、
恐
ら
く
は
聖
賢
の
心
に
非
ず
」（
Ａ
・
A'
稿
本
第

一
三
条
）、「
学
を
為
す
に
門
戸
を
標
榜
す
る
は
、
只
だ
是
れ
人
欲
の
私
」（
第
一
六
六

条
）。

（
20
）
こ
の
条
は
一
斎
研
究
者
の
な
か
で
は
こ
れ
ま
で
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で

は
な
い
。
た
だ
し
か
つ
て
三
宅
正
彦
氏
が
「
認
識
と
実
践
ー
佐
藤
一
斎
と
大
塩
中
斎
」

（『
現
代
の
眼
』
第
一
五
巻
第
一
号
、
一
九
七
四
年
）
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
、「
華
夷

思
想
を
排
除
」
し
て
い
る
と
述
べ
、
近
年
で
は
小
池
喜
明
氏
が
「
華
夷
思
想
再
考
ー

西
洋
認
識
の
一
視
覚
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
二
五
号
、
一
九
九
三
年
）
の
な
か
で
、

「
一
斎
の
『
言
志
四
録
』
中
に
は
人
生
論
上
の
名
文
句
多
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
西
郷

隆
盛
ほ
か
愛
読
者
も
数
多
い
。
し
か
し
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
近
代
日
本
の
精
神

史
を
顧
み
る
と
き
、
右
の
一
文
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
普
遍
的
理
性
、
透
徹
し
た
世
界

認
識
が
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
、
ど
こ
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
の
か
大
い
に
気
に
な
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
箴
言
集
・
断
片
集
へ
の
愛
好
に
も
見
ら
れ
る
、
日
本

人
の
人
生
論
好
き
（
世
界
観
な
き
人
生
論
）
に
の
み
解
消
し
切
れ
ぬ
問
題
が
伏
在
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
21
）
ま
た
一
斎
は
『
蘐
園
闢
蕪
』
の
な
か
で
、
儒
家
・
そ
の
他
と
い
う
学
派
教
派
の
区
別

を
超
え
た
と
こ
ろ
に
普
遍
的
な
道
を
と
ら
え
て
い
た
が
、
つ
ぎ
の
条
は
そ
の
姿
勢
に

か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
一
僧
有
り
。
嘗
て
余
に
語
り
て
曰
く
、「
久
し
く
高
山

の
絶
頂
に
棲
め
ば
、
自
ら
気
象
の
高
明
な
る
を
覚
ゆ
」
と
。
余
、
因
っ
て
孟
子
の
所

謂
る
『
居
は
気
を
移
す
』
な
る
者
の
信ま

こ
とな

る
を
悟
る
」（
Ａ
・
A'
稿
本
第
四
二
条
）。

（
22
）
全
二
五
五
条
中
、
第
一
条
が
文
政
十
一
年
九
月
九
日
、
第
七
二
条
が
天
保
三
年
十
月

二
十
日
、
第
一
四
一
条
が
同
年
十
二
月
、
第
一
六
六
条
が
天
保
四
年
一
月
下
旬
、
第

一
八
一
条
が
同
年
三
月
、
第
二
四
○
条
が
天
保
八
年
七
月
、
第
二
四
三
条
が
同
年
十

二
月
一
日
で
あ
る
。

（
23
）
東
敬
治
「
沢
村
西
陂
先
生
の
陽
明
学
」（
同
氏
編
『
陽
明
学
』
第
五
六
号
所
収
）
中
に

載
せ
る
沢
村
西
陂
の
手
記
。『
佐
藤
一
斎
と
其
門
人
』
に
も
紹
介
（
二
九
四
～
二
九
五

頁
）。

（
24
）
河
田
文
庫
所
蔵
の
稿
本
（
天
保
八
年
十
二
月
一
日
以
降
）
と
象
山
が
見
た
と
思
わ
れ

る
稿
本
と
の
前
後
を
考
え
て
み
る
。
象
山
は
何
条
か
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

問
題
の
条
が
記
載
さ
れ
て
い
る
頁
を
掲
げ
て
か
ら
批
評
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
第
何

条
に
当
た
る
の
か
を
調
べ
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
頁
表
ー
第
一
条
、

二
頁
裏
ー
第
七
条
、
三
頁
表
ー
第
九
条
、
五
頁
表
ー
第
一
九
条
、
五
頁
裏
ー
第
二
二

条
、
同
ー
第
二
五
条
、
六
頁
表
ー
第
二
七
条
、
同
裏
ー
第
二
九
・
三
○
条
、
七
頁
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表
ー
第
三
四
条
、
同
裏
ー
第
三
七
条
、
八
頁
表
ー
第
四
三
条
、
同
裏
ー
第
四
七
条
、

十
頁
表
ー
第
五
七
・
五
八
条
、
同
裏
ー
第
六
○
条
、
十
二
頁
裏
ー
第
七
一
条
、
十
三

頁
表
ー
第
七
四
条
、
十
四
頁
表
ー
第
七
八
条
、
同
裏
ー
第
八
一
条
、
十
五
頁
表
ー
第

八
二
条
、
同
裏
ー
第
八
五
条
、
十
六
頁
裏
ー
第
九
四
条
、
同
ー
第
九
五
条
、
十
七
頁

表
ー
第
九
九
条
、
十
七
頁
裏
ー
第
一
○
二
条
、
同
ー
第
一
○
四
～
一
○
六
条
、
十
八

頁
表
ー
第
一
○
五
条
、
同
ー
第
一
○
六
条
、
二
十
頁
表
ー
第
一
一
九
条
、
二
十
一
頁

裏
ー
第
一
三
○
条
、
二
十
四
頁
表
ー
第
一
四
六
条
、
二
十
五
頁
裏
ー
第
一
五
二
条
、

同
ー
第
一
五
四
条
、
二
十
六
頁
表
ー
第
一
五
六
条
、
二
十
七
頁
裏
ー
第
一
六
五
条
、

二
十
八
頁
表
ー
第
一
七
○
・
一
七
一
条
、
三
十
頁
表
ー
第
一
八
一
条
、
三
十
四
頁

表
ー
第
二
一
○
条
、
三
十
六
頁
裏
ー
第
二
三
二
条
、
四
十
頁
表
ー
第
二
四
五
条
、
同

裏
ー
第
二
四
八
条
、
同
ー
第
二
五
○
条
、
四
十
二
頁
裏
ー
二
五
五
条
。

　
　
　

こ
れ
を
『
言
志
後
録
』
筆
削
過
程
表
と
配
列
を
比
べ
て
み
た
と
き
に
、
傍
線
部
分
が

注
目
さ
れ
る
。
第
七
条
と
第
九
条
は
河
田
文
庫
の
稿
本
で
は
も
っ
と
後
に
あ
り
、
第

九
四
条
・
第
九
五
条
・
第
二
五
○
条
は
河
田
文
庫
稿
本
に
は
な
く
刊
本
で
加
え
ら
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
象
山
が
見
た
稿
本
は
河
田
文
庫
稿
本
よ
り
も

後
の
、
刊
本
に
近
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
25
）
山
縣
氏
は
、
第
四
四
条
「
通
下
情
の
三
字
は
、
当
に
彼
我
両
看
を
做
す
べ
し
。
人
主

の
能
く
下
情
に
通
達
す
る
は
、
是
れ
通
の
我
に
在
り
。
下
情
を
し
て
各
々
通
達
を
得

し
む
る
は
、
是
れ
通
の
彼
に
在
り
。
是
く
の
如
く
透
看
す
る
は
、
真
に
所
謂
る
通
な

り
」、
お
よ
び
第
一
九
八
条
「
人
主
の
学
は
智
・
仁
・
勇
の
三
字
に
在
り
。
能
く
之
れ

を
自
得
せ
ば
、
特た

だ

に
終
身
受
用
し
て
尽
き
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
而
も
掀
天
掲
地
の
事

業
の
、
憲
を
後
昆
に
垂
る
べ
き
者
も
、
亦
た
断
じ
て
此
こ
を
出
で
ず
」
を
引
い
て
つ

ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
人
民
の
心
情
を
知
る
こ
と
は
、
人
民
と
直
接
に
関
わ
る
幕
吏

だ
け
で
な
く
、
人
主
＝
将
軍
も
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
…
…
人
民
の
情

を
、
君
主
の
立
場
で
理
解
し
、
具
体
的
解
決
策
を
実
践
す
る
役
割
を
、
現
将
軍
家
慶

に
委
ね
て
ゆ
く
構
想
が
見
え
る
」
⒜
。

（
26
）「
刑
賞
与
奪
の
権
は
、
人
主
の
も
の
に
し
て
、
大
臣
是
を
預
る
べ
き
な
り
」（「
重
職
心

得
箇
条
」）、「
人
主
之
戒
む
べ
き
は
我
儘
、
貴
ぶ
べ
き
は
思
ひ
や
り
に
て
候
。
御
幼
稚

よ
り
能
御
呑
込
被
レ
成
候
様
、
御
輔
導
被
レ
致
度
事
」（「
御
輔
導
存
意
書
」『
俗
簡
焚

余
』）。

（
27
）
黒
澤
幸
昭
氏
は
「
一
斎
の
国
家
意
識
が
表
明
さ
れ
て
き
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

（「
言
志
四
録
の
性
格
（
八
）」）。

（
28
）
注
（
16
）
の
拙
稿
参
照
。

（
29
）
関
連
条
と
し
て
「
学
、
苟
も
濂
洛
に
原
本
せ
ば
、
訓
詁
は
則
ち
仮
令
ひ
漢
・
唐
を
用

ふ
る
も
亦
た
妨
げ
無
し
」（
第
二
三
二
条
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
30
）
こ
の
第
二
五
五
条
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
佐
藤
一
斎
の
「
公
平

之
心
」」（『
日
本
思
想
史
研
究
』
第
二
三
号
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

『
言
志
録
』『
言
志
後
録
』
筆
削
過
程
表　

凡
例

　
　

条
番
号　
　
　

日
本
思
想
大
系
本
に
よ
っ
た
。

　
　

　
　
　

 

刊
本
の
段
階
で
削
除
さ
れ
た
条
（
条
番
号
は
日
本
思

想
大
系
本
掲
載
の
順
序
に
よ
り
付
し
た
）。

　
（『
言
志
録
』
に
関
し
て
）

　
　

□　
　
　
　
　

見
せ
消
ち
条
。

　
　

Ａ
・（
Ａ
）・
Ｂ　

 

由
来
す
る
稿
本
。Ａ
は
Ａ
稿
本
と
A'
稿
本
、（
Ａ
）は
Ａ

稿
本
の
み
、Ｂ
は
Ｂ
稿
本
と
B'
稿
本
を
示
す
。

　
（『
言
志
後
録
』
に
関
し
て
）

　
　

○　
　
　
　
　

刊
本
の
段
階
で
挿
入
さ
れ
た
条
。
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１７０　　┌─１５９
１７１　　教子１６０
０１３　　└─１６１
１７２　　数─１６２
１７３　　└─１６３
１７４　　　　１６４
１７５　　　　１６５
１７６　　　　１６６
０１４　　　　１６７○
０１５　　　　１６８○
１７７　　┌─１６９
１７８　　平　１７０
１７９　　└─１７１
１８０　　　　１７２
１８１　　師─１７３
１８２　　└─１７４
１８３　　　　１７５
０１１　　　　１７６
０１２　　　　１７７
１８４　　　　１７８
１８５　　　　１７９
１８６　　┌─１８０
１８７　　気運１８１
１８８　　└─１８２
１９２　　　　１８３
０１６　　　　１８４
１９３　　　　１８５
１９４　　　　１８６
１９５　　　　１８７
１９６　　　　１８８
１９７　　　　１８９
１９８　　　　１９０
２００　　　　１９１
２０１　　　　１９２
２０２　　　　１９３
０１７　　　　１９４
２０３　　　　１９５
２０４　　　　１９６
２０５　　　　１９７
２４９　　　　１９８
２１０　　┌─１９９○
２１１　　我邦２００
２１２　　└─２０１
２１３　　┌─２０２
２１４　　文詩２０３
２１７　　│　２０４
２１８　　│　２０５
２１９　　│　２０６○
０１８　　│　２０７○
２２０　　│　２０８○
２２１　　└─２０９○
０１３　　　　２１０
０１４　　　　２１１
２２２　　┌─２１２

２２３　　話　２１３
０１９　　└─２１４
２２４　　　　２１５
２２５　　　　２１６○
２２６　　　　２１７
２２７　　　　２１８
２２８　　　　２１９
２２９　　　　２２０
２３０　　┌─２２１
２３１　　財　２２２
２３２　　│　２２３
２３３　　│　２２４
２３４　　└─２２５
２３５　　　　２２６
０２０　　財─２２７
２３６　　└─２２８
２３７　　　　２２９
２３８　　周易尚書２３０
２３９　　└─２３１
０１５　　　　２３２
２４０　　┌─２３３
２４１　　兵書２３４
２４２　　│　２３５
２４３　　└─２３６
２４４　　┌─２３７
２４５　　齢　２３８
２４６　　│　２３９
２４７　　│　２４０
２４８　　│　２４１
２５１　　│　２４２
２５２　　│　２４３
１８９　　└─２４４
１９０　　　　２４５
２５３　　　　２４６
２５４　　　　２４７
２５５　　　　２４８
入学説　　　　２４９
　　　　　　　２５０○
　　　　　夢─２５１
　　　　　└─２５２
　　　　　　　２５３
　　　　　　　２５４
　　　　　　　２５５
　　　　　　　入学説
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００１　　┌─００１
００２　　自彊不息００２
００３　　└─００３
００５　　　　００４
０１６　　　　００５
０１７　　　　００６
０１８　　　　００７
０１９　　　　００８
０２０　　　　００９
０２１　　　　０１０
０２２　　　　０１１
１１１　　　　０１２
０２４　　　　０１３
００１　　　　０１４
００２　　　　０１５
０２５　　　　０１６
０２６　　　　０１７
０２７　　　　０１８
０２８　　┌─０１９
０２９　　心　０２０
０３０　　│　０２１
０３１　　└─０２２
０３２　　利害義理０２３○
０３３　　└─０２４
０３４　　数─０２５
０３５　　　　０２６
０３６　　　　０２７
０３７　　　　０２８
０３８　　中─０２９
０３９　　└─０３０
０４２　　収斂０３１
０４３　　└─０３２
０４４　　　　０３３
０４５　　　　０３４
００３　　　　０３５
０４６　　　　０３６
０４７　　　　０３７
００４　　　　０３８
０４８　　┌─０３９
００５　　国家朝廷０４０○
０５０　　└─０４１○
０５１　　　　０４２
０５２　　　　０４３
０５３　　　　０４４
０５４　　　　０４５
０５５　　┌─０４６
０５６　　読書０４７
０５７　　│　０４８
０５８　　└─０４９○
０５９　　　　０５０
０６０　　┌─０５１
０６１　　実　０５２

［後稿本］　　　 ［刊本］ ０６２　　│　０５３
０６３　　│　０５４
１２４　　└─０５５
１２３　　　　０５６
０６５　　一身工夫０５７
０６６　　└─０５８
０６７　　　　０５９
０６８　　　　０６０
０６９　　処事０６１
０７０　　└─０６２
０７１　　　　０６３
０７２　　　　０６４○
０７３　　　　０６５
０７４　　天地造化０６６
０７５　　└─０６７
０７８　　　　０６８
０７９　　　　０６９
２１５　　　　０７０
０８０　　母胎中我０７１
０８１　　└─０７２
０８２　　学─０７３
００６　　└─０７４
００４　　数─０７５
０８３　　　　０７６○
０８４　　　　０７７○
０９６　　　　０７８
０８５　　　　０７９
０８６　　　　０８０
０８７　　性情０８１
０９１　　└─０８２
０９２　　　　０８３
０９３　　　　０８４
０９７　　　　０８５
０９８　　　　０８６
０９９　　　　０８７
１００　　　　０８８○
１０２　　　　０８９○
１０３　　　　０９０○
１０４　　　　０９１
１０５　　　　０９２
１０６　　　　０９３
１０７　　　　０９４○
００７　　　　０９５○
００８　　　　０９６
１０８　　　　０９７
１１３　　　　０９８
１１４　　　　０９９
１１５　　誠敬１００
１１７　　└─１０１○
００６　　　　１０２
１１８　　┌─１０３
１１９　　心　１０４
１２０　　│　１０５

００７　　└─１０６
１２２　　　　１０７
１２５　　　　１０８
１２６　　　　１０９○
１２７　　　　１１０○
００８　　　　１１１
００９　　　　１１２○
１２８　　┌─１１３
１２９　　情　１１４
１３０　　└─１１５
１３１　　　　１１６○
００９　　　　１１７
１３２　　　　１１８
１３３　　心学１１９
１３４　　└─１２０
１３５　　　　１２１○
１３６　　　　１２２
０１０　　　　１２３
１３７　　　　１２４
１３８　　　　１２５
１３９　　　　１２６
０１０　　　　１２７
１４０　　　　１２８
０１１　　　　１２９
１４１　　　　１３０
１４２　　　　１３１
１４３　　　　１３２
１４４　　水火１３３
１４５　　└─１３４
１９１　　　　１３５
１４６　　　　１３６
１４７　　　　１３７
１４８　　自得１３８
１４９　　└─１３９
１５０　　　　１４０
１５１　　　　１４１
０１２　　　　１４２
１５２　　　　１４３
１５３　　　　１４４
１５４　　　　１４５
１５５　　子弟教育１４６
１５６　　└─１４７
１５７　　　　１４８
１５８　　　　１４９
１５９　　　　１５０
１６０　　　　１５１
１６１　　┌─１５２
１６２　　気質１５３
１６３　　└─１５４
１６４　　　　１５５
１６５　　邦俗１５６
１６６　　└─１５７
１６９　　　　１５８

『言志後録』筆削過程表
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忠孝２１５Ａ
└─２１６Ｂ
忍─２１７Ｂ
└─２１８Ｂ
　　２１９Ｂ
　　２２０Ｂ
　　２２１
　　２２２
　　２２３
　　２２４Ａ
情─２２５
└─２２６
　　２２７
　　２２８
　　２２９
　　２３０
　　２３１
　　２３２（Ａ）
　　２３３
　　２３４
┌─２３５
経　２３６
│　２３７Ｂ
│　２３８
│　２３９
└─２４０
活─２４１
└─２４２
┌─２４３
数　２４４
│　２４５
└─２４６
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１０２ １０２ ┌─１６１
０８６ ０８６ 神　１６２
　□ │　１６３Ｂ
０８７ ０８７ └─１６４Ｂ
１０４ １０４ 　　１６５
０４７ ０４７ 　　１６６Ａ
１０５ １０５ 儒─１６７Ｂ
１０５ １０５ └─１６８Ｂ
　□ 西洋１６９Ｂ
１０７ １０７ └─１７０Ｂ
１０８ １０８ ┌─１７１Ｂ
１０９ １０９ 人君１７２Ｂ
０４８ ０４８ 為政１７３Ｂ
１１０ １１０ │　１７４
１１２ １１２ │　１７５
１１３ １１３ │　１７６Ｂ
０４９ ０４９ │　１７７Ｂ
１１１ １１１ │　１７８Ａ
１１４ １１４ │　１７９Ａ
１１５ １１５ │　１８０Ｂ
　□ └─１８１Ｂ
１１５ １１５ 処事１８２
１１６ １１６ └─１８３Ｂ
０５０ ０５０ ┌─１８４Ｂ
１１７ １１７ 訓言１８５Ｂ
１１８ １１８ │　１８６Ｂ

・１５２ │　１８７Ａ
│　１８８Ａ
│　１８９Ｂ
│　１９０Ｂ
│　１９１Ｂ
│　１９２Ｂ
│　１９３
└─１９４Ｂ
　　１９５Ｂ
┌─１９６Ｂ
天地人心１９７Ｂ
└─１９８Ｂ
┌─１９９
数　２００Ｂ
└─２０１Ｂ
吉凶２０２
└─２０３Ｂ
　　２０４Ｂ
　　２０５Ｂ
　　２０６Ｂ
　　２０７Ｂ
　　２０８Ｂ
楽─２０９Ｂ
└─２１０
親─２１１Ｂ
└─２１２Ｂ
　　２１３Ｂ
　　２１４
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０６３ ０６３ ２１６ ２１６ ┌─１０７Ａ
０３６ ０３６ ２１７ ２１７ 善悪１０８Ａ
０７９ ０７９ ２１８ ２１８ └─１０９Ａ
０６６ ０６６ ０７９ ０７９ ┌─１１０Ａ
０３７ ０３７ ０８０ ０８０ 欲　１１１Ａ
０６４ ０６４ ２１９ ２１９ │　１１２Ａ
０３８ ０３８ ２２０ ２２０ └─１１３Ａ
０３９ ０３９ ０８１ ┌─１１４Ａ
０６７ ０６７ ０８２ 孝　１１５ＡＡ
０６８ ０６８ ０８３ └─１１６Ａ
０６９ ０６９ 第一等１１７Ａ
０５９ ０５９ └─１１８Ａ
０７０ ０７０ ┌─１１９Ｂ
０７１ ０７１ 己　１２０Ｂ
０７２ ０７２ │　１２１Ａ
０７３ ０７３ └─１２２Ｂ
　□ 　　１２３Ｂ
０７４ ０７４ 不得已１２４Ｂ 
１７９ １７９ └─１２５Ｂ
０７５ ０７５ ┌─１２６Ｂ
０７６ ０７６ 病　１２７Ｂ
０７７ ０７７ └─１２８Ｂ
０７８ ０７８ 　　１２９Ｂ
０８０ ０８０ 　　１３０Ｂ
０４０ ０４０ 　　１３１Ｂ
０８１ ０８１ ┌─１３２Ｂ
０８２ 死　１３３Ｂ
０１０ ０１０ │　１３４Ｂ
００３ ００３ │　１３５Ｂ
０５１ ０５１ │　１３６Ｂ
０８３ ０８３ │　１３７Ｂ
０８４ ０８４ │　１３８Ｂ
１２１ １２１ └─１３９Ｂ
０４１ ０４１ ┌─１４０Ｂ
　□ 読書１４１
０４２ ０４２ │　１４２Ａ
０４３ ０４３ │　１４３Ｂ
２２４ ２２４ │　１４４Ｂ
０８９ ０８９ │　１４５Ｂ
０９１ ０９１ └─１４６Ｂ
０９２ ０９２ 　　１４７Ｂ
０９３ ０９３ ┌─１４８Ｂ
０４４ ０４４ 信　１４９
０４５ ０４５ │　１５０
０９４ ０９４ └─１５１Ｂ
０９５ ０９５ ┌─１５２Ａ
０９６ ０９６ 誠敬１５３Ａ
０５２ ０５２ │　１５４（Ａ）Ｂ
　□ │　１５５Ｂ
　□ │　１５６Ｂ
０９７ ０９７ │　１５７Ｂ
０９８ ０９８ │　１５８Ａ
０９９ ０９９ │　１５９Ｂ
０４６ ０４６ └─１６０Ａ

Artes Liberales No. 103, 201817（3）



０２２ ０２２ ０６４ ０６４ 　　０５３（Ａ）
０２３ ０２３ ０３７ ０３７ ┌─０５４Ａ
０２４ ０２４ ０６５ ０６５ 酒　０５５Ａ

・０１８ ０６６ ０６６ └─０５６Ａ
０２５ ０２５ １６８ １６８ 学─０５７Ａ
０２６ ０２６ １６７ １６７ └─０５８
０１９ ０１９ １６９ １６９ 　　０５９Ａ
０２０ ０２０ １７０ １７０ 　　０６０Ｂ
０２１ ０２１ １７２ １７２ 与人語０６１Ａ 
０５１ ０５１ １７１ １７１ └─０６２Ａ
０５２ ０５２ １７３ １７３ 　　０６３Ａ
　□ １７６ １７６ 才─０６４Ａ
０２２ ０２２ １７７ １７７ └─０６５
０２８ ０２８ １８０ １８０ 利─０６６Ａ
０２９ ０２９ ０６８ ０６８ └─０６７Ａ
０３０ ０３０ １８１ １８１ 　　０６８Ａ
０２３ ０２３ ０６９ ０６９ 　　０６９Ａ
０３２ ０３２ １８３ １８３ 諌─０７０Ａ
０３３ ０３３ ０７０ ０７０ └─０７１Ａ
０３４ ０３４ １８４ １８４ ┌─０７２Ａ
０２４ ０２４ １８５ １８５ 礼楽０７３Ａ
０３６ ０３６ １８６ １８６ 発揚０７４Ａ
０２５ ０２５ １９０ １９０ │　０７５Ａ
０２６ ０２６ １９１ １９１ │　０７６Ａ
０２７ ０２７ １９２ １９２ │　０７７Ａ
　□ ０７１ ０７１ └─０７８Ａ
１８７ １８７ ０７２ ０７２ ┌─０７９Ａ
１８８ １８８ １９４ １９４ 君臣０８０Ａ
０２８ ０２８ ０７３ ０７３ │　０８１Ａ
００９ ００９ １９５ １９５ │　０８２（Ａ）
０２９ ０２９ ０７４ ０７４ │　０８３Ａ
１７８ １７８ １９６ １９６ │　０８４Ａ
０３０ ０３０ １９７ １９７ │　０８５
　□ 　□ 　　□  │　０８６Ａ
０４６ ０４６ １９８ １９８ └─０８７Ａ
０４８ ０４８ １３９ １３９ 　　０８８
０３１ ０３１ ０７５ ０７５ 　　０８９Ａ
０４９ ０４９ ０７６ ０７６ 　　０９０Ａ
０５０ ０５０ ２００ ２００ 　　０９１Ａ
０３２ ０３２ ２０１ ２０１ 　　０９２Ａ
１４２ １４２ ０７７ ０７７ 　　０９３Ａ
０９０ ０９０ ２０３ ２０３ ┌─０９４Ａ
０５３ ２０４ ２０４ 天地０９５Ａ
０５４ ０５４ ２０７ ２０７ 心身０９６Ａ
０３３ ０３３ ０７８ ０７８ └─０９７Ａ
０５５ ０５５ １４４ １４４ 　　０９８Ａ
０５６ ０５６ ００８ ００８ 　　０９９Ａ
２３２ ２０５ ２０５ ┌─１００
　□ ２０６ ２０６ 人君１０１
０３４ ０３４ ２０８ ２０８ │　１０２Ａ
０３５ ０３５ ２０９ ２０９ │　１０３
０５７ ０５７ ２１１ ２１１ └─１０４Ａ
０６１ ０６１ ２１２ ２１２ 無用１０５ＡＡ
０６２ ０６２ ２１３ ２１３ └─１０６
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［Ａ稿本］ ［Ａ'稿本］ ［Ｂ稿本］ ［Ｂ'稿本］ ［Ｃ稿本・刊本］
００１ ００１ １２３ １２３ 数─００１Ａ
００１ ００１ ０５３ ０５３ ┌─００２Ａ
　□ ・００２ １１９ １１９ 天　００３Ａ
　□ ・００２ １２０ １２０ └─００４Ｂ
００５ ００５ １２２ １２２ ┌─００５Ａ
　□ ・００３ ０５４ ０５４ 憤・立志００６Ｂ
１５４ ０１７ ０１７ └─００７Ｂ
００４ ００４ １２４ １２４ 　　００８Ｂ
００２・ １２５ １２５ 　　００９Ａ
００３・ １２６ １２６ 天─０１０Ａ
０１８・ １２８ １２８ 　　０１１Ｂ
０４１ ０４１ １２７ １２７ ┌─０１２Ａ
００２・ ００６ ００６ 読書０１３Ａ
　□ ００７ ００７ │　０１４Ａ
０１８ ０１８ ０１１ ０１１ └─０１５Ａ
１５８ １５８ １３０ １３０ ┌─０１６Ａ
０１９ ０１９ ００４ ００４ 造化０１７Ｂ
０２０ ０２０ １２９ １２９ └─０１８Ａ
００５ ００５ ０５６ ０５６ 精神０１９Ａ
　□ １３１ １３１ └─０２０Ａ
１５２・ １８９ １８９ 慮─０２１Ａ
０１６ ０１６ ０５７ ０５７ └─０２２Ａ
０１５ ０１５ １３２ １３２ ┌─０２３Ａ
００６ ００６ １３３ １３３ 心　０２４Ａ
１６０ １６０ １３４ １３４ └─０２５Ａ
０１２ ０１２ １３５ １３５ 処事０２６Ａ
００７ ００７ １３６ １３６ └─０２７Ａ
１５３ １５３ ０５８ ０５８ 　　０２８Ａ
２１５ ２１５ １３７ １３７ 対人０２９Ａ
００８ ００８ １３８ １３８ └─０３０Ａ
００９ ００９ ０５９ ０５９ ┌─０３１
０１４ ０１４ １４０ １４０ 志　０３２Ａ
０１３ ０１３ １４５ １４５ │　０３３Ａ
０１０ ０１０ １４６ １４６ └─０３４Ａ
０４２ ０４２ １４７ １４７ ┌─０３５
０４３ ０４３ ０６０ ０６０ 容　０３６Ａ
　□ ０６０ ０６０ └─０３７Ｂ
０４４ ０４４ １４３ １４３ ┌─０３８Ａ
０１１ ０１１ ２３７ ２３７ 観人０３９Ａ
　□ １４８ １４８ └─０４０Ａ
０１２ ０１２ １５１ １５１ 　　０４１Ａ
０１３ ０１３ １５６ １５６ 　　０４２Ａ
１６６ １６６ １５７ １５７ 　　０４３Ａ
０１４ ０１４ １５４ １５４ 得意０４４Ａ
０２７ ０２７ １５９ １５９ └─０４５Ｂ
０１５ ０１５ １５５ １５５ ┌─０４６Ａ
０１６ ０１６ ０４５ ０４５ 君臣０４７
０３８ ０３８ １６３ １６３ │　０４８Ａ
０３９ ０３９ １６４ １６４ │　０４９Ａ
０４０ ０４０ ０６１ ０６１ │　０５０Ａ
０２１ ０２１ ０６２ ０６２ │　０５１Ａ
０１７ ０１７ ０６３ ０６３ └─０５２Ａ
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